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病児保育事業の実施について 

 

 

標記については、今般、別紙のとおり「病児保育事業実施要綱」を定め、令和

６年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお願いするとともに、

本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。 

 なお、本通知の施行に伴い、平成 27年７月 17日雇児発 0717 第 12号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」は、令和６年

３月 31日限りで廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別紙 

 

病児保育事業実施要綱 

 

１ 事業の目的 

保護者が就労している場合等において、こどもが病気の際に自宅での保育

が困難な場合がある。 

こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を

一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに

病気の児童の自宅に訪問するとともに、その安全性、安定性、効率性等につ

いて検証等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児

童の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

実施主体は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。）とする。

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

 

３ 事業の内容 

保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もしくは疾病その他の事由

により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している

児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、

病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事業。 

 

４ 事業類型 

  本事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。 

（１）病児対応型 

児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急

変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付

設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事

業。 

（２）病後児対応型 

児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、

当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業の

ための専用施設で一時的に保育する事業。 

（３）体調不良児対応型 

児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安



 
 

心かつ安全な体制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図

る事業及び保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業。 

（４）非施設型（訪問型） 

児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団育

が困難な期間において、当該児童の自宅において一時的に保育する事業。 

（５）送迎対応 

   （１）、（２）及び（３）において、看護師、准看護師、保健師又は助産

師（以下「看護師等」という。）又は保育士を配置し、保育所等において

保育中に「体調不良」となった児童を送迎し、病院・診療所、保育所等に

付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する

ことを可能とする。 

（６）当日キャンセル対応 

   （１）及び（２）において、利用当日のキャンセルにより職員配置に余

剰が生じた場合に、当日キャンセルした家庭への連絡等を行うことで、受

入体制を維持していることを評価する。 

（７）感染症に罹患した児童への対応 

   （１）及び（２）において、種類の異なる感染症に罹患した児童を同一

利用時間帯に複数預かる場合において、隔離等の感染防止対応のために必

要となる保育士の加配を可能とする。 

 

５ 対象児童 

  本事業の対象となる児童は、次のとおりとする。 

（１）病児対応型 

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことか

ら、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保 

育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳児・幼児又

は小学校に就学している児童（以下「病児」という。）。 

（２）病後児対応型 

病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合

により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認め

た乳児・幼児又は小学校に就学している児童（以下「病後児」という。）。 

（３）体調不良児対応型 

事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良と

なった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要

とする児童（以下「体調不良児」という。）。 

（４）非施設型（訪問型） 



 
 

   病児及び病後児とする。 

（５）送迎対応 

   保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児

童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児

童。 

 

６ 実施要件 

（１）病児対応型 

① 実施場所 

病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のため

の専用施設であって、次のア～ウの基準を満たし、市町村が適当と認め

たものとする。 

ア 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有

すること。 

イ 調理室を有すること。なお、病児保育専用の調理室を設けることが

望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。 

ウ 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場

所とすること。 

② 職員の配置 

病児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむね１０人につき１名

以上配置するとともに、病児が安心して過ごせる環境を整えるために、

保育士を利用児童おおむね３人につき１名以上配置すること。 

（注１）保育士及び看護師等の職員配置については、常駐を原則とす

る。ただし、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士

及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、

以下のとおり常駐を要件としない。 

ア 利用児童がいる時間帯の場合 

（ア）～（エ）の要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保

できる体制を整えている場合には、看護師等の常駐を要件とし

ない。 

（ア）病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりする

ことがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した

上で、適切な関わりとケアを行うこと。 

（イ）病児保育施設が医療機関内に設置されている場合等であり、

病児保育施設と看護師等が病児保育以外の業務に従事している

場所とが近接していること。 



 
 

（ウ）看護師等が病児保育以外の業務に従事している場合において

も、緊急の場合には病児保育施設に速やかに駆けつけることが

できる職員体制が確保されていること。 

（エ）看護師等が常駐しない場合であっても、保育士等を複数配置

することにより、常に複数人による保育体制を確保しているこ

と。 

イ 利用児童がいない時間帯の場合 

利用児童が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護師

等が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能

となる職員体制が確保されていれば、利用児童がいない場合は

保育士及び看護師等の常駐を要件としない。 

   （注２）保育士及び看護師等の２名以上の体制で行うことを原則（必須

条件）とするが、以下のア及びイの要件を満たす場合には、職員

の配置要件を満たしているものとする。その際、本規定に基づき

事業を実施する市町村は、事業実施に係る要綱等で定めるところ

により、その提供する病児保育に係る情報を公表しなければなら

ない。 

ア 離島・中山間地その他の地域で病児保育の利用児童の見込み

が少ないと市町村が認めた上で、医療機関併設型で定員２人以

下の場合。 

イ 「子育て支援員研修事業の実施について」（令和６年３月 30日

こ成環第 111号・こ支家第 189号通知）の別紙「子育て支援員研

修事業実施要綱」の５（３）アに定める基本研修及び５（３）イ

（イ）に定める「地域型保育」の専門研修を修了している等、病

児保育事業に従事する上で必要な知識や技術等を修得していると

市町村が認めた看護師等を１名専従で配置した上で、病児保育以

外の業務に従事している看護師等１名が、必要な場合に速やかに

対応できる職員体制を確保し、利用児童の病状等を定期的に確

認・把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。 

③ その他 

ア 集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことがで

きない期間内で対象児童の受け入れを行うこと。 

イ 本事業を担当する職員は、利用の少ない日等において、感染症流行

状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。 

ウ 市域内の病児保育施設の空き状況を見える化した予約システムを構

築する等、利便性の確保に努めること。 



 
 

（２）病後児対応型 

① 実施場所 

病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のため

の専用施設であって、次のア～ウの基準を満たし、市町村が適当と認め

たものとする。 

ア 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有

すること。 

イ 調理室を有すること。なお、病後児保育専用の調理室を設けること

が望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。 

ウ 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場

所とすること。 

② 職員の配置 

病後児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむね１０人につき１ 

名以上配置するとともに、病後児が安心して過ごせる環境を整えるため 

に、保育士を利用児童おおむね３人につき１名以上配置すること。 

（注１）保育士及び看護師等の職員配置については、常駐を原則とす

る。ただし、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士

及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、

以下のとおり常駐を要件としない。 

ア 利用児童がいる時間帯の場合 

（ア）～（エ）の要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保で 

きる体制を整えている場合には、看護師等の常駐を要件としない。 

（ア）病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりするこ

とがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上

で、適切な関わりとケアを行うこと。 

（イ）病児保育施設が医療機関内に設置されている場合等であり、病

児保育施設と看護師等が病児保育以外の業務に従事している場所

とが近接していること。 

（ウ）看護師等が病児保育以外の業務に従事している場合においても、 

緊急の場合には病児保育施設に速やかに駆けつけることができ

る職員体制が確保されていること。 

（エ）看護師等が常駐しない場合であっても、保育士等を複数配置す

ることにより、常に複数人による保育体制を確保していること。 

イ 利用児童がいない時間帯の場合 

利用児童が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護師等が速

やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体



 
 

制が確保されていれば、利用児童がいない場合は保育士及び看護師等

の常駐を要件としない。 

   （注２）保育士及び看護師等の２名以上の体制で行うことを原則（必須

条件）とするが、以下のア及びイの要件を満たす場合には、職員

の配置要件を満たしているものとする。その際、本規定に基づき

事業を実施する市町村は、事業実施に係る要綱等で定めるところ

により、その提供する病児保育に係る情報を公表しなければなら

ない。 

ア 離島・中山間地その他の地域で病児保育の利用児童の見込み

が少ないと市町村が認めた上で、医療機関併設型で定員２人以

下の場合。 

イ 「子育て支援員研修事業の実施について」（令和６年３月 30日

こ成環第 111号・こ支家第 189号通知）の別紙「子育て支援員研

修事業実施要綱」の５（３）アに定める基本研修及び５（３）イ

（イ）に定める「地域型保育」の専門研修を修了している等、病

児保育事業に従事する上で必要な知識や技術等を修得していると

市町村が認めた看護師等を１名専従で配置した上で、病児保育以

外の業務に従事している看護師等１名が、必要な場合に速やかに

対応できる職員体制を確保し、利用児童の病状等を定期的に確

認・把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。 

③ その他 

ア 集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことがで 

きない期間内で対象児童の受け入れを行うこと。 

イ 本事業を担当する職員は、利用の少ない日等において、感染症流行 

状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。 

ウ 市域内の病児保育施設の空き状況を見える化した予約システムを構

築する等、利便性の確保に努めること。 

（３）体調不良児対応型 

① 実施場所 

保育所又は医務室が設けられている認定こども園、小規模保育事業所、 

事業所内保育事業所の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されて 

おり、対象児童の安静が確保されている場所とすること。 

② 職員の配置 

看護師等を１名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等１ 

名に対して２人程度とすること。 

③ 本事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康 



 
 

管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うこと。 

④ 本事業を担当する看護師等は、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する 

相談支援を地域のニーズに応じて定期的に実施すること。 

（４）非施設型（訪問型） 

① 実施場所 

利用児童の居宅とする。 

② 職員の配置 

 次のア～ウを満たすこと。 

ア 病児（病後児）の看護を担当する一定の研修を修了した看護師等、 

保育士、研修により市町村長が認めた者（以下「家庭的保育者」と 

いう。）のいずれか１名以上配置すること。 

イ アに定める職員を配置する場合は、「職員の資質向上・人材確保 

等研修事業の実施について」（令和６年３月 30日こ成事第 350号通

知）に定める病児・病後児保育（訪問型）研修を修了した者とする。

なお、令和７年３月 31日までの間に、別紙１に掲げる研修（市町村等

が実施する他の研修会が別紙１の内容を満たす場合には、その研修等

の修了をもって代えることも差し支えない）を修了した者についても

配置できることとする。 

ウ 預かる病児（病後児）の人数は、一定の研修を修了した看護師等、 

保育士、家庭的保育者いずれか１名に対して、１人程度とする。 

③ その他 

集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことがで 

きない期間内で対象児童宅への訪問を行うこと。 

（５）送迎対応 

① 職員の配置 

 保育所等から体調不良児の送迎を行う際は、送迎用の自動車に同乗す 

る看護師等又は保育士を配置すること。 

② その他 

ア 保育所等から体調不良児の送迎を行う際には、送迎用の自動車に看 

護師又は保育士が同乗し、安全面に十分配慮した上で実施すること。 

   イ 送迎はタクシーによる送迎を原則とする。ただし、やむを得ない事

由によりタクシーによる送迎対応が困難な場合には、その他自動車の

借上げ等による実施も可能とする。 

（６）当日キャンセル対応 

  ① 内容 

    利用者による当日キャンセルの結果、職員配置に余剰が生じた場合



 
 

（利用予定児童４名に対して２名の保育士を配置していたが、１名の当

日キャンセルにより保育士が１名余剰となる場合等。）に、当日キャン

セルした家庭へ状況確認のための連絡等を行う。 

    なお、当日キャンセルのあった日時、当日キャンセルした者の氏名、

当日の職員の配置状況、当日キャンセルのあった家庭への連絡等の対応

状況について、別途帳簿等で管理し、補助金等の額の確定の日の属する

年度の終了後５年間保存すること。 

  ② 複数か所への予約を未然に防ぐ取組 

域内に複数の病児保育施設が所在する場合は、ＩＣＴの活用等により

域内の病児保育施設の空き状況を見える化する、予約受付システムや電

話連絡等により利用前日に利用者に対して利用の有無を再度確認するな

ど、利用者が複数か所に予約を行うことがないよう対応策を講じるこ

と。（市域内に病児保育施設が１か所しかない場合であっても、同様の

措置を講じるよう努めること。） 

（７）感染症に罹患した児童への対応 

  ① 内容 

種類の異なる感染症に罹患した児童を同一利用時間帯に複数預かる場

合において、隔離等の感染防止対応を行う保育士を加配する。 

    ② 職員の加配 

次のア及びイを満たすこと。 

ア 感染症に罹患した複数の児童に対して隔離等の感染防止対応を行

うために保育士を加配する日数（以下「加配日数」という。）が、

年間開所日数の半分を超えること。 

イ アに掲げる加配日数については、６（１）②及び６（２）②にお

いて、「保育士を利用児童おおむね３人につき１名以上配置するこ

と。」としていることを踏まえて算定すること。（例：利用児童７名

（うち感染症罹患児２名）に対して保育士３名を配置している場合

は、感染症罹患児２名に対して隔離等の感染防止対応を行う保育士

２名を確保した上で、感染症罹患児以外の児童への対応が可能であ

るため加算日数には含めないこと。） 

 

７ 実施方法 

（１）病児対応型及び病後児対応型並びに非施設型（訪問型）については、対

象児童をかかりつけ医に受診させた後、保護者と協議のうえ、受け入れ、

訪問の決定を行うこと。 

（２）送迎対応については、保育所等から連絡を受けた保護者が、病児保育実



 
 

施施設に連絡すること等により実施すること。また、送迎対応を行った上

で、病児対応型及び病後児対応型の事業を実施する施設において保育を行

うにあたっては、かかりつけ医等に受診すること。 

（３）医療機関でない施設が病児対応型及び非施設型（訪問型）を実施する 

場合は、保護者が児童の症状、処方内容等を記載した連絡票（別紙２様式 

例。児童を診察した医師が入院の必要性はない旨を署名したもの。）により、 

症状を確認し、受け入れ、訪問の決定を行うこと。 

（４）保育所等に登所する前からの体調不良児については、体調不良児対応 

型の事業を実施する保育所等及び送迎対応を利用するものでなく、地域の 

病児対応型又は病後児対応型の事業を実施する施設を優先的に利用するこ 

ととし、児童の症状に応じた適切な利用が行われるよう、地域における連 

携体制の確保に努めること。 

（５）非施設型（訪問型）を実施する場合には、市町村は本事業の安全性や 

安定性、効率性等について検証を行い、別紙３の内容により報告すること。 

（６）非施設型（訪問型）を実施する場合には、市町村は本事業の安全性や 

安定性、効率性等について検証を行う観点から、年間を通して利用が見込 

まれるよう留意すること。 

 

８ 留意事項 

（１）医療機関との連携等 

① 市町村長は、都道府県医師会・郡市医師会等（以下「地方医師会」と 

いう。）に対し、本事業への協力要請を行うとともに、本事業を実施する 

施設（非施設型（訪問型）を含む。以下同じ）に対し医療機関との連携 

体制を十分に整えるよう指導すること。 

② 本事業を実施する施設は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医 

療機関（以下「協力医療機関」という。）をあらかじめ選定し、事業運営 

への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。 

③ 医療機関でない施設が病児対応型、非施設型（訪問型）及び送迎対応 

を実施する場合は、児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹 

底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師（以下「指導医」 

という。）をあらかじめ選定すること。 

④ 病児対応型、非施設型（訪問型）及び送迎対応を実施する場合に 

おいては、指導医又は協力医療機関（併設する医療機関の医師を含む。） 

との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決 

めを行うこと。 

⑤ 本事業を実施するに当たっては、指導医・嘱託医と相談のうえ、一定 



 
 

の目安（対応可能な症例、開所（訪問）時間等）を作成するとともに、 

保護者に対して周知し、理解を得ること。 

（２）書類の整備 

この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を整備し 

ておくこと。 

（３）事故の報告  

保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告

等について（令和６年３月 22日こ成安第 36号・５教参学第 39号通知）」

に従い、速やかに報告すること。 

（４）安全計画の策定 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第６条の３に準じ、安全計画

の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。 

（５）自動車を運行する場合の所在の確認 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第６条の４に準じ、児童の送

迎等のために自動車を運行する場合には、児童の自動車への乗降車の際

に、点呼等の方法により児童の所在を確認すべきであること。 

（６）事業継続計画の策定 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第９条の３に準じ、事業継続

計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。 

なお、本事業は、感染症に罹患した児童を含む病児を保育するものであ

ることから、常時より次の感染防止のための対策を行うこと。 

① 体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童

を受け入れる場合は、他児への感染に配慮すること。 

② 手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、他児

及び職員への感染を防止すること。 

③ 体調不良児対応型を実施する場合においては、他の健康な児童が感染

しないよう、事業実施場所と保育室・遊戯室等の間に間仕切り等を設け

ることで、職員及び他児の往来を制限すること。 

④ 児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必

要に応じて予防接種するよう助言すること。 

 

９ 研修 

病児保育事業に従事する職員については、「職員の資質向上・人材確保等 

研修事業の実施について」に定める病児・病後児保育研修を受講し、資質の 

向上に努めること。 

 



 
 

10 保護者負担 

本事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる。 

 

11 費用 

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助す 

るものとする。 


